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環境省では、2012（平成24）年度にニホンジカの生息状況や被害の現状の確認と対策の

評価を行い、保護及び管理に関する基本的な考え方や課題等について整理を行うこと等を目的

として「ニホンジカ保護及び管理に関する検討会」を設置しました。 

また、定期的に保護及び管理に関する最新情報を「ニホンジカの保護及び管理に関するレポ

ート」として取りまとめ、2021（令和3）年3月に改定された「第二種特定鳥獣管理計画作

成のためのガイドライン（ニホンジカ編）」について随時補足を行っていく予定です。 

なお、上記ガイドラインは以下の環境省のホームページでご覧になれます。 

http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3.html 
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2020（令和2）年 

3 月 ：山形県で「山形県ニホンジカ管理計画（第二種特定鳥獣管理計画）」が策定されま

した。 

2021（令和3）年 

３月 ：「第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン（ニホンジカ編）」が改定され

ました。 

同月 ：茨城県で「茨城県ニホンジカ管理方針（第二種特定鳥獣管理計画）」が策定されま

した。これにより、特定計画は45都道府県47計画となりました。 

2022（令和4）年 

３月 ：第13次鳥獣保護管理事業計画の策定に伴い、ニホンジカの特定計画が37都道府

県（39計画）で改訂されました（山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神

奈川県、長野県、岐阜県の8県（8計画）については、前期計画期間中につき、こ

の年に改訂は行われていません）。 

2023（令和5）年 

9月 ：環境省と農林水産省は、抜本的な鳥獣管理対策について、ニホンジカ・イノシシの

捕獲強化対策と捕獲目標の見直しを行いました。ニホンジカは、2028（令和10）

年度までに、生息頭数を（2011）平成23年度水準からの半減を目指すこととし

ました。  

はじめに 

2018（平成30）年度～2023（令和5）年度のニホンジカをめぐる動き 
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１．目標の設定方法 

第二種特定鳥獣管理計画の目的を達成するためには、以下のような流れで段階ごとに指標と

数値目標を設定していく方法が考えられます。 

  

  

管理の目標

生態系被害の軽減

生息密度や生息数の低減

施策の目標

個体群管理 被害防除生息環境管理

農林業被害の軽減 生活環境被害の軽減

①

② ③

④

今年度のレポートのテーマ 

被害に関する管理の目標と、 

その達成に向けた個体数や生息密度に関する目標設定 

① 都道府県としてどのような状態を目指すか（どの程度の被害なら許容できるか）、指

標と目標値を設定します。 
 

② 目標とする生態系被害の軽減状態のためには、生息密度や生息数をどの程度にする必

要があるか、指標と目標値を設定します。 

 

 
 

③ 目標とする農林業被害の軽減状態のためには、生息密度や生息数をどの程度にする必

要があるか、指標と目標値を設定します。 

 

 

 
 

④ 管理の目標を達成させるためには、どのような施策を実施すればよいか、年度別実施

計画を作成して対応します。 

※生態系被害に対しては、個体群管理の施策による生息密度の管理が特に重要となります。 

※農林業被害に対しては、被害防除の施策が重要ですが、特に森林域での広範囲での林業被害

低減のためには、個体群管理の施策による生息密度の管理も必要となります。 
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２．管理の目標の設定に関する課題 

2022（令和 4）年度に、第 12 次鳥獣保護管理事業計画期間の第二種特定鳥獣管理計画

（以下、「12次特定計画」）と、第13次鳥獣保護管理事業計画期間の第二種特定鳥獣管理計

画（以下、「13次特定計画」）の記載内容について、比較調査を行いました。 

このうち、管理の目標の設定に関して、次のような結果と課題がみられました。 

 

●目標設定に関する調査結果 

➢ 被害に関する数値目標を設定している計画は、12次特定計画に比べて13次特定計

画では増加。 

 

   

➢ 個体数や密度に関する数値目標を設定している計画は、12次特定計画と13次特定

計画ともに多くの計画で設定。 

 

   

 

 ●各目標の関連性に関する調査結果 

➢ 被害に関する管理の目標を達成させるためには、どの程度の個体数や生息密度を目標

値として設定すればよいか等、指標間の関係性を踏まえて数値目標を設定している計

画は、13次特定計画では8計画と少ない状況（表1）。 

 

 

 

12次特定計画 13次特定計画 

12次特定計画 13次特定計画 

計画数は増加 

引き続き多くの計画で設定 

個体数や生息密度の目標だけでは、被害の軽減につながらない可能性。 
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表１ 13次特定計画における被害に関する指標と生息状況に関する指標の関係性の分析 

都道府県 分析している関係 

福井県 下層植生衰退度 と 生息密度 

静岡県 農林業被害 と 生息密度 

愛知県 農業被害金額 と 生息密度 

三重県 農業被害程度 

森林下層植生衰退度 

と 

と 

生息密度 

生息密度 

大阪府 農業被害強度 

下層植生衰退度 

と 

と 

生息密度 

生息密度 

兵庫県 農業被害 

森林下層植生衰退度 

スギ食害の程度 

と 

と 

と 

SPUE 

SPUE 

SPUE 

奈良県 農業被害程度 と SPUE 

徳島県 農業被害程度 

果樹剥皮被害程度 

森林下層植生衰退度 

と 

と 

と 

生息密度 

生息密度 

生息密度 

 

 

３．課題への対応 

課題への対応として、表1のうち、三重県と大阪府の事例から、以下のポイントについて取

りまとめます。 

 

① 被害に関する管理の目標の設定について 

② ①の達成に向けた、個体数や生息密度に関する目標の設定方法（指標間の関係性

の分析方法） 

③ 現在の方法による工夫点や課題 
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１．三重県  

① 被害に関する管理目標の設定とねらい 

前期計画では半減目標を意識していましたが、今期計画では、推定のたびに過去の推定

個体数が変動するというベイズ推定の特性を踏まえ、新たに生息密度指標と各種被害指標

の関係性を分析し、以下の目標を暫定的に設定しました。 

 

➢ 農業被害程度が、「深刻」または「大きい」集落の割合を 20%以下にする 

➢ 下層植生の衰退度が２以上の地点を 30%以下にする 

 

② 指標間の関係性の分析方法 

１．生息密度の推定 

目撃効率（SPUE）、糞塊調査の結果を密度指標として、ハーベストベースドモデルに基づい

た階層ベイズ法*1により、県全体のシカの推定個体数を算出。 

密度指標の濃淡に応じて5kmメッシュに割りあて、生息密度分布マップを作成。 

 

２．被害に関する指標の算出 

農業被害の指標として、農業センサスにおける集落単位でのアンケートに基づく「被害程度」、

森林下層植生の指標として「地点ごとの下層植生衰退度」を収集。 

それぞれ空間補間*2して、被害に関する指標のマップを作成する。 

 
３．生息密度と被害に関する指標の連携 

生息密度データのメッシュと、被害に関する指標の調査地点周辺域（半径 2.5～４km）を地

図上で重ね合わせる。重なった面積から割り当てを計算して、シカの生息密度と被害に関する

指標の関係性を評価 1)2)3)。 
 

 

③ 現在の方法による工夫点や課題 

➢ シカの採食圧の変化は 1年ではあまり検知できないため、下層植生衰退度の調査は 5～6

年に1回のペースで実施しています。ただし、県の南部では常緑樹林帯のためこの調査を

適用できないことが課題です。 

➢ 管理の目標を達成させるにあたり、特に高標高域でシカの生息密度が高く、採食圧への耐

性の低い落葉広葉樹が集中しているため、下層植生の回復のためには生息数の大幅な減少

が必要であることが、今後の課題と考えています。 

 

 

被害に関する指標と生息状況に関する指標の関係性の分析 

情報提供自治体名：三重県 農林水産部 獣害対策課 捕獲管理班  
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三重県における密度-被害指標間の関係性の分析方法フロー 

 

引用：第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）（第5期） （三重県） 
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２．大阪府  

 

① 被害に関する管理目標の設定とねらい 

府として許容できる被害程度について既往研究等も参考にしながら協議し、管理目標を設

定しました。実現性を考慮して、最終目標としての長期目標、特定計画の期間内で達成すべ

き目標としての短期目標を設定しています。 

 

長期目標 -第７期計画期間（令和１８年度まで）- 

➢ 農業被害強度が「大きい」又は「深刻」である地域をなくす 

➢ 下層植生の衰退度を各調査地点において1ランク以上低下、衰退度3の地域をなくす 4) 

短期目標 -第５期計画期間（令和８年度まで）- 

➢ 農業被害金額を前期計画期間から2割減少させる※ 

➢ 下層植生の衰退度2の地域を衰退度1にする 

※ 市町村の設定目標の平均を設定した。 

 

② 指標間の関係性の分析方法 

１．生息密度の推定 

シカが恒常的に生息する府北部で糞塊除去法 5)を実施し、調査地点ごとの生息密度を推定して

1kmメッシュ単位で空間補間する。1kmメッシュの平均生息密度に生息可能面積（森林から

500m以内の区域）を掛け合わせ、府全体の個体数を推定。 

 

２．被害に関する指標の算出 

農業被害の指標として、府内全域の農業集落へのアンケートに基づく「被害強度」、 

森林下層植生の指標として「地点ごとの下層植生衰退度」を収集 6)。 

それぞれ空間補間*して、被害指標のマップを作成する。 

 

３．生息密度と被害に関する指標の連携 

生息密度データのメッシュと、被害に関する指標の調査地点のデータを地図上で重ね合わせて

比較する。一般化加法モデル*3により、シカ生息密度と被害に関する指標の関係性を評価 7)。 

 
③ 現在の方法による工夫点や課題 

➢ 糞塊除去法は、1回目の調査の際にカウントした糞塊は調査範囲からすべて除去して、

一定期間内にもう一度同じ調査範囲の糞塊数をカウントするという調査方法です。この

調査により、一般的な糞塊調査よりも高い精度の生息密度が推定で来ていると考えてい

ます。 

➢ 特定計画の進捗状況の評価をするため、毎年、生息状況等の調査を実施し、専門家や関

係機関による検討会を開催しています。なお、本検討会で設定した当該年度の捕獲目標

を達成しても、シカの個体数は減少せず、依然として増加傾向にある状況です。今後も

さらに捕獲を推進していく予定ですが、計画の作成方法や評価方法等のPDCAサイク

ルの回し方は課題に感じています。  

情報提供自治体名：大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課野生動物グループ 

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター 
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大阪府における密度-被害指標間の関係性の分析方法フロー 

 

引用：大阪府シカ第二種鳥獣管理計画（第5期） （大阪府） 
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＜用語解説＞ 

*1 階層ベイズ法 

未知の数値について、複数の関係する数値や事前の知識をもとに、全ての可能性のある数値

を試して説明可能な数値を推定する統計的手法です。野生動物の個体数の推定では、捕獲個

体数や糞塊密度といったモニタリングデータをもとにした統計モデル（HBM：ハーベストベ

ースドモデル）がよく用いられています。 

 

*2 空間補間法 

GISを用いて、既知の値を持つポイントを使用して他の未知のポイントの値を推定する方法で

す。よく用いられる IDW法（Inverse Distance Weighting：逆距離加重法）は、対象地点の

近くに存在する別の地点のデータ値の平均を取ることで、対象地点のデータ値を推計する手法

です。使うデータの特徴や得たい情報によって、適切な手法を検討する必要があります。 

 

*3 一般化加法モデル 

結果となる数値（目的変数）と要因となる数値（説明変数）の関係を調べる回帰分析のう

ち、それぞれの数値の非線形関係を明らかにする統計的手法です。 

引用：「高等学校における「情報 II」のためのデータサイエンス・データ解析入門」3章 
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